
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第４５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月２９日 ０７時４５分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市針
はり

尾
お

島赤
あか

埼南西方沖（針尾瀬戸） 

 針尾瀬戸弁天
べんてん

島灯台から真方位２７５°９４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０３.６５′ 東経１２９°４４.４８′） 

事故等調査の経過  平成２７年６月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 尚
しょう

丸、５トン未満（長さ８.２８ｍ） 

   ２９２－３７９３１長崎、個人所有 

Ｂ 漁船 松栄
しょうえい

丸、０.４トン 

   ＮＳ３－５０７３９４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

損傷 Ａ 船底外板に擦過傷、推進器翼及び舵板に曲損 

Ｂ 両舷船首部外板に亀裂及び破口 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人２人を乗せ、船長Ａが操舵

室の天窓から顔を出して操船し、赤埼南西方沖を約２０ノットの対地

速力で手動操舵により西進中、Ｂ船と衝突し、Ｂ船に乗り上げた。 

 Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して針尾漁港小鯛浦地区に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、赤埼南西方沖で釣りをして漂泊

中、平成２７年５月２９日０７時４５分ごろＢ船の右舷船首部とＡ船

の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、左舷方にいた２隻の釣り船を見ており、船首方をよく見

ていなかった。 

 船長Ｂは、東方に接近してくるＡ船を認め、立って手を振ったり、

大声を出したりしたが、更に直進してくるので衝突すると思い、操縦

レバーを後進側に操作した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、赤埼南西方沖を西進中、船長Ａが、左舷方の２隻の釣り船

に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、

Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、赤埼南西方沖で釣りをして漂泊中、船長Ｂが、接近するＡ

船を認め、立って手を振ったり、大声を出したりしたが、衝突を避け

る動作が遅れたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、赤埼南西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が釣りをし

て漂泊中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが衝

突を避ける動作が遅れたため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。 

 


